
 

   草加市緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断補助金交付要綱 

 

                                                      令和６年３月２９日 

                                                      告 示 第 ２ ２ ４ 号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、草加市補助金等の交付手続等に関する規則（昭和６２年規則第４５

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、草加市建築物耐震改修促進計画の耐

震化を促進するための基本的な考え方に基づき、地震等による市内の緊急輸送道路を閉

塞するおそれのある建築物等の倒壊の被害を防ぎ、避難路及び輸送路を確保し、災害に

強いまちづくりを推進するため、市内の緊急輸送道路沿道の建築物等について耐震診断

を行う建築物等の所有者等に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 緊急輸送道路 道路閉塞を防ぐべき道路として草加市建築物耐震改修促進計画に

記載された緊急輸送道路をいう。 

⑵ 緊急輸送道路閉塞建築物 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、

特殊法人（法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為

をもって設立すべきものとされる法人（独立行政法人を除く。）をいう。）等以外

の者が所有する建築物のうち、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法

律第１２３号。以下「耐震改修促進法」という。）第１４条第３号に規定する通行

障害建築物であって、その敷地が緊急輸送道路に接するものをいう。 

⑶ 木造建築物の耐震診断 木造の緊急輸送道路閉塞建築物について、一般財団法人

日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断又は

精密診断に基づき、地震に対する安全性を評価することをいう。 

⑷ 木造建築物以外の耐震診断 木造以外の緊急輸送道路閉塞建築物について、建築

物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年国土交通

省告示第１８４号）に基づき、地震に対する安全性を評価することをいう。 

（補助対象となる耐震診断） 

第３条 この要綱において、補助金の交付の対象となる耐震診断は、次の各号に掲げる耐



震診断の区分に応じ、当該各号に定める者（以下「耐震診断士」という。）により実施

するものでなければならない。 

⑴ 木造建築物の耐震診断 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の資格を有する

者（建築士法（昭和２５年法律第２０２号。次号において「士法」という。）第２

３条の規定により登録を受けた建築士事務所に属する者に限る。以下同じ。）で、

都道府県等が実施する耐震診断講習会の受講を修了した者又は都道府県若しくは市

町村の耐震診断資格者名簿に登録されたもの 

⑵ 木造建築物以外の耐震診断 一級建築士又は二級建築士の資格を有する者（士法

第３条に規定する建築物にあっては一級建築士に限る。）。ただし、当該診断が適

正に行われたか否かを確認するために公的機関又はこれに準ずる機関（以下「公的

機関等」という。）の判定を受けなければならない。 

（補助対象建築物） 

第４条 補助金の交付の対象となる建築物は、次に掲げる要件を満たすものとする。ただ

し、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）及び建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号）に違反していることが明らかなもの又は草加市既存住宅耐震診断補助金を交付し

た建築物はこの限りでない。 

⑴ 昭和５６年５月３１日以前に建築確認を受けて工事に着手した緊急輸送道路閉塞

建築物 

⑵ マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）第２条

第１号に規定するマンションの場合にあっては、全戸数（居住の用に供するものに

限る。以下同じ。）の半数以上の住戸に区分所有者（建物の区分所有等に関する法

律（昭和３７年法律第６９号）第２条第２項に規定する区分所有者をいう。以下同

じ。）が居住しており、マンション管理組合その他区分所有者の集会（以下「管理

組合等」という。）において耐震診断の実施について決議がなされたもの 

（補助対象者） 

第５条 補助金の交付の対象とする者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当するものとする。 

⑴ 第４条に規定する補助対象建築物の所有者又は区分所有者の団体若しくは管理者

（建物の区分所有等に関する法律第３条に規定する区分所有者の団体又は管理者を

いう。）であること。 



 

⑵ 補助対象建築物の所有者が複数ある場合は、第７条の申請者以外の共有者全員の

同意を得ていること。（区分所有者の団体若しくは管理者が申請する場合を除

く。） 

⑶ 市税を滞納していないこと。（区分所有者の団体若しくは管理者が申請する場合

を除く。） 

（補助金の交付額） 

第６条 補助金の交付額は、補助対象建築物の耐震診断に要した費用の額に３分の２を乗

じて得た額（その額に１００円未満の端数がある場合においてはその端数を切り捨てた

額）とし、３，０００，０００円を上限とする。 

２ 前項の補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内において市長が定める額とする。 

３ 補助金の交付は、補助対象建築物１棟につき１回限りとする。 

（交付の申請） 

第７条 規則第４条の規定による補助金の交付を申請しようとするときは、当該耐震診断

を実施する前に、草加市緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断補助金交付申請書（第１号様

式）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 案内図及び配置図（前面道路の幅員、各部分の高さ及び当該部分から前面道路の

境界線までの水平距離が明示されたもの） 

⑵ 現況写真 

⑶ 補助対象建築物の確認済証及びその写し又は建築時期が確認できる書類 

⑷ 補助対象建築物を昭和５６年６月１日以降に増改築している場合は、増築の確認

済証及びその写し又は増改築時期が確認できる書類 

⑸ 補助対象建築物の所有者等であることを証する書類 

⑹ 補助対象建築物の所有権を有する者が複数ある場合は、当該建築物の所有者全員

の同意を得たことを証する書類（申請者が第５条に規定する区分所有者の団体又は

管理者である場合を除く。） 

⑺ 区分所有者の集会等において、当該事業を実施する決議がなされたことを証する

書類（申請者が第５条に規定する区分所有者の団体又は管理者である場合に限る。） 

⑻ 耐震診断に要する費用の見積書の写し 

⑼ 委任状（交付申請を委任する場合に限る。） 

⑽ その他市長が必要と認める書類 



（交付決定通知等） 

第８条 規則第８条第１項又は第２項の規定による通知は、草加市緊急輸送道路閉塞建築

物耐震診断補助金交付決定・否決定通知書（第２号様式）によるものとする。 

２ 前項の規定による交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、速やかに

耐震診断に着手しなければならない。 

（変更等の承認申請） 

第９条 規則第７条第１項第１号に規定する承認を受けようとするときは、草加市緊急輸

送道路閉塞建築物耐震診断内容変更承認申請書（第３号様式）に当該変更事項に関する

書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 規則第７条第１項第２号に規定する承認を受けようとするときは、速やかに草加市緊

急輸送道路閉塞建築物耐震診断中止等承認申請書（第４号様式）により市長に提出しな

ければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査して承認の可否を

決定し、草加市緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断内容変更承認・不承認通知書（第５号

様式）により申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、第２項の規定による申請があったときは、その内容を審査して承認の可否を

決定し、草加市緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断中止等承認・不承認通知書（第６号様

式）により申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 規則第１３条第１項の規定による実績報告をしようとするときは、草加市緊急

輸送道路閉塞建築物耐震診断実績報告書（第７号様式）に次に掲げる書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

⑴ 耐震診断士が作成した耐震診断報告書及び関係図面の写し 

⑵ 耐震診断の契約書等の写し 

⑶ 耐震診断の領収書の写し 

⑷ 公的機関等の判定の結果が記載された書類の写し（木造建築物の耐震診断の場合

は除く。） 

⑸ 委任状（実績報告を委任する場合に限る。） 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の報告は、補助金の交付決定があった日の属する年度の３月１日までに行わなけ



 

ればならない。ただし、市長が当該期限を変更し、又は延長する必要があると認めると

きは、この限りでない。 

（交付額確定通知） 

第１１条 規則第１４条の規定による通知は、草加市緊急輸送道路閉塞建築物震診断補助

金交付額確定通知書（第８号様式。次条において「交付額確定通知書」という。）によ

るものとする。 

（交付請求） 

第１２条 補助金の交付を請求しようとするときは、草加市緊急輸送道路閉塞建築物震診

断補助金交付請求書（第９号様式）に交付額確定通知書の写しを添付して市長に提出し

なければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１３条 規則第１６条第３項において準用する規則第８条の規定による通知は、草加市

緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断補助金交付決定取消通知書（第１０号様式）によるも

のとする。 

（補助金の見直し） 

第１４条 補助金は、令和８年度までに見直しを行うものとする。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。


